
「世界同時金融危機と国際会計」－展望と課題 

 

『金融危機・経済不況』 

・財の特性の観点から、価格変動性と処分可能性が高い金融財は公正価値評価を原則とする。 

・金融財の評価のボラティリティの制約は、公正価値測定の一時的停止ではなくて、実態に
関する開示の充実によって対応可能である。 

・公正価値測定のレベル２、レベル３に対する測定技術と方法の更なる改善が望まれる。 

・
金
融
機
関
の
自
己
資
本
規
制
に
よ
る
景
気
循
環
増
幅
作
用
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対
し
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、
自
己
資
本
比
率
規

制
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体
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見
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し
と
全
体
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制
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国
際
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調
和
化
が
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で
あ
る
。 

・
資
産
・
負
債
の
時
価
評
価
の
側
面
か
ら
、
金
融
負
債
の
時
価
評
価
に
対
応
可
能
か
。 

・
レ
ベ
ル
２
お
よ
び
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に
基
づ
く
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計
上
の
見
積
り
監
査
・
主
観
的
な
仮
定
に
基
づ
く
ソ
フ
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情
報
の
監
査
に
い
か
に
対
応
す
る
か
。 

・
国
際
監
査
基
準
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
へ
の
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。 

・パワーが分散する SPE のスキームやパワーが極めて制限されているスキームにおける 
リターンの数量基準など更なるガイダンスが必要である。 

グローバル市場で適用し得る
「高品質」な財務報告のグラ
ンドデザインの構築 
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